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令和６年１月２５日 

 

 

 

令和６年能登半島地震に際して 

 

 

不    審    菴  

表 千 家 同 門 会  

 

 このたびの能登半島を震源に発生した地震と津波は石川県、新潟県、富山県、福井県を中

心に甚大な被災をもたらしました。 

この地震により犠牲となられた方々のご冥福をお祈り申しあげますとともに、被災され

た方々に心よりお見舞いを申しあげます。被災地の皆様には今なお不自由な状況にあられ

ることと存じます。一日も早い復興を祈念いたしております。 

 表千家同門会には、全国の支部ならびに米国各支部、そして会員有志から御見舞と被災地

の会員の安否を気づかう声が届いております。家元本部では、被災地域の支部を通じて被災

された会員への義援ならびに支部事務所の復旧をおこなって参ります。 

 

記 

 

１．機関誌『同門』をはじめとする同門会員あて郵便物について 

・現在、郵便物は発送が停止されている地域があります。日本郵便ホームページ「令

和６年能登半島地震の影響について」をご覧ください。停止解除され次第、順次郵

送を再開いたします。 

 

２．同門会費ならびに不審菴納付金に関する特別措置について 

・内閣府公表の災害救助法適用地域のうち、石川県珠洲市、輪島市、七尾市、鳳珠

郡能登町、穴水町、鹿島郡中能登町、羽咋郡志賀町にお住まいの方ならびに同市

町で被災された同門会員の方々におかれましては、令和６年度同門会費・不審菴

納付金を免除といたします。 

・上記以外の地域で被災された同門会員の方々におかれましては、お申し出により免

除とさせていただきます。 
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３．家元不審菴、表千家同門会としての義援金について 

・このたびの震災に際し、同門会員ならびに不審菴社中の皆様を代表し、家元不審菴

表千家同門会としての義援金を被災各支部あてにお届けいたします。 

・この義援金は、下記４．と併せて、その全額を被災各支部を通じて被災された同門

会員各位にお届けいたします。 

 

４．同門会員有志、同門会各支部からの義援金について 

・広く義援金をお受けいたします。お預かりいたしましたご高志は、上記３．とと

もに一括して、その全額を同門会本部より被災各支部を通じて被災された同門会

員各位にお届けいたします。本部と被災支部で協議のうえ、各々の被災状況に応

じた義援金額を定め、支部からお手渡しさせていただきます。 

・義援の時期については、すみやかに被災状況の調査をすすめ決定いたしますが、被

災地の支部役員各位も個々に厳しい状況にあられ、調査に時間を要しますことを

ご理解いただきますようお願いいたします。 

 

義援金の送金先 

  銀行・支店名   三井住友銀行 京都支店（４９６） 

      口座種別・番号  普通預金 ９８２２６８３ 

ｲｯﾊﾟﾝｼｬﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝｵﾓﾃｾﾝｹﾄﾞｳﾓﾝｶｲｷﾞｴﾝｷﾝｶﾞｶﾘ 

      口座名義     一般社団法人表千家同門会義援金係 

      受付開始日    １月３１日 

 

５．免状、資格任定書および木札、同門会員証等の再発行について 

・震災により焼失、破損等をされた各証書類は、特別措置として、お申し出により無

償で再発行いたします。 

・各種講習会の修了証、受講者証、申請書類、その他重要書類についても無償で再発

行いたします。 

 

６．支部における震災対応と復旧に係る特別交付金について 

・支部行事のとりやめや延期に係る費用、支部事務所内の破損物等の復旧費用、被災

会員への義援金お届けに係る交通費をはじめとする諸費用等、支部における震災

対応と復旧関連費については、特別交付金としてその全額を本部より交付いたし

ます。 
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７．支部事務所業務の特別措置について 

・被災地域の支部事務所は、令和５年度末日まで休業させていただきます。お問い合

わせは本部までお願い申しあげます。 

  ・これに伴い、各種本部提出書類の届け出、支部経理事務等の諸業務を令和５年度末

日まで免除いたします。 

  ・支部事務所の再開については、あらためてお知らせいたします。 

 

８．支部行事のとりやめならびに開催状況について 

・最新情報は、表千家ホームページをご確認ください。 

「令和６年能登半島地震に際して」  「行事とりやめのお知らせ」 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表千家事務局                  

能登半島地震復興支援係           

電話  ０７５－４３２－２１９５  

（平日９：００－１７：３０）  

０７０－２９０２－２２９８  

（上記以外の時間帯）  

ｅメール ｓｈｏｇａｉ＠ｏｍｏｔｅｓｅｎｋｅ.ｊｐ  


